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(57)【要約】
【課題】本発明は、光ケーブルの押し込みによる光ケー
ブルの敷設を可能とすることを目的とする。
【解決手段】本発明に係る光ケーブル敷設用治具は、通
線しようとする光ケーブル２０の先端に取り付ける治具
であって、外径が光ケーブル２０の外径と略同一であり
、先端が細くなっていることで、押し込みのみによる敷
設を可能としたことを特徴とする。具体的には、本発明
に係る光ケーブル敷設用治具は、光ケーブル２０の先端
に固定される結線部１１と、光ケーブル２０の軸上で結
線部１３に固定され、光ケーブル２０の軸上の開放され
ている先端が細くなっている先端部１３と、を備え、結
線部１１から先端部１３までの最大の外径が光ケーブル
２０の外径と略等しいか又は光ケーブル２０の外径以下
であることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ケーブルの先端に取り付けられる光ケーブル敷設用治具であって、
　光ケーブルの先端に固定される結線部と、
　前記光ケーブルの軸上の開放されている先端が細くなっている先端部と、を備え、
　前記結線部から前記先端部までの最大の外径が前記光ケーブルの外径と略等しいか又は
前記光ケーブルの外径以下であることを特徴とする光ケーブル敷設用治具。
【請求項２】
　光ケーブルの先端に固定される結線部と、
　前記光ケーブルの軸上で前記結線部に固定され、前記光ケーブルの径方向に柔軟性を有
する湾曲部と、
　前記光ケーブルの軸上で前記湾曲部の先端に固定され、前記光ケーブルの軸上の開放さ
れている先端が細くなっている先端部と、を備え、
　前記結線部から前記先端部までの最大の外径が前記光ケーブルの外径と略等しいか又は
前記光ケーブルの外径以下であることを特徴とする光ケーブル敷設用治具。
【請求項３】
　前記先端部の形状は、球形、楕円球形、又は前記光ケーブルの軸方向を中心軸としかつ
前記先端部の前記先端を頂点とする円錐形であることを特徴とする請求項１又は２に記載
の光ケーブル敷設用治具。
【請求項４】
　前記先端部の形状は、前記光ケーブルの軸方向を中心軸としかつ前記先端部の前記先端
を頂点とする円錐形であり、かつ、前記頂点が丸みを帯びていることを特徴とする請求項
１又は２に記載の光ケーブル敷設用治具。
【請求項５】
　前記先端部の外表面が、テフロン（登録商標）又はシリコン樹脂で形成されていること
を特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の光ケーブル敷設用治具。
【請求項６】
　前記湾曲部の曲げ剛性が、前記光ケーブルの曲げ剛性と略同一であることを特徴とする
請求項１から５のいずれかに記載の光ケーブル敷設用治具。
【請求項７】
　前記湾曲部の曲げ剛性が、５００Ｎ／ｍｍ以上７０００Ｎ／ｍｍ以下であることを特徴
とする請求項１から５のいずれかに記載の光ケーブル敷設用治具。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれかに記載の光ケーブル敷設用治具を前記光ケーブルに取り付け
る取り付け手順と、
　前記取り付け手順で前記光ケーブル敷設用治具を取り付けた前記光ケーブルを、前記先
端部から管路に押し込む押し込み手順と、を有することを特徴とする光ケーブル敷設方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管路内に光ケーブルを敷設する際に用いる治具及び当該治具を用いた光ケー
ブル敷設方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光ケーブルを管路に敷設する際、従来は、予めサブダクトを管路に通し、当該サブダク
ト内に光ケーブルを通していた。または、通線のための牽引線を予め通し、その牽引線に
光ケーブルを接続して、牽引線を引くことで管路に光ケーブルを通していた（例えば、非
特許文献１参照。）。
【非特許文献１】葛下弘和ほか：「光ケーブル用サブダクトの開発」、三菱電線工業時報
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、第９４号、ｐｐ．１１～ｐｐ．１８、平成１０年１１月
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　サブダクトを用いる場合、敷設する光ケーブルよりも径が大きくかつ硬質のものを管路
に通す必要がある。そのため、サブダクトを管路に通すことが困難な場合があった。また
、管路がサブダクトの容量だけ狭くなるので、十分な密度で光ケーブルを引くことができ
なくなるという問題があった。
【０００４】
　牽引線を用いる場合、牽引線を配管の反対側の入り口から通し、それを引くことで牽引
線を往復させる必要がある。このとき、抵抗の大きい管路では牽引線の往復が困難なため
、実際の施工が困難となる場合があった。
【０００５】
　サブダクト及び牽引線のいずれも、ケーブルの被覆よりも硬質である。そのため、いず
れの方法を用いても、管路に既に敷設されているケーブルと接触すれば、ケーブルに傷を
与える原因となる。ケーブルの表面に傷を与えてしまった場合、ケーブルの表面の摩擦抵
抗が大きくなるので、新たなケーブルの敷設時におけるケーブルの牽引力が増加するとい
う問題があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、光ケーブルの押し込みによる光ケーブルの敷設を可能とすることを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明に係る光ケーブル敷設用治具は、通線しようとする
光ケーブルの先端に取り付ける治具であって、外径が光ケーブルの外径と略同一であり、
先端が細くなっていることを特徴とする。通線しようとする光ケーブル先端の抵抗を小さ
くすることで、押し込みのみで敷設を行うことができる。
【０００８】
　本発明に係る光ケーブル敷設用治具は、光ケーブルの先端に取り付けられる光ケーブル
敷設用治具であって、光ケーブルの先端に固定される結線部と、前記光ケーブルの軸上の
開放されている先端が細くなっている先端部と、を備え、前記結線部から前記先端部まで
の最大の外径が前記光ケーブルの外径と略等しいか又は前記光ケーブルの外径以下である
ことを特徴とする。
【０００９】
　本発明に係る光ケーブル敷設用治具は、光ケーブルの先端に固定される結線部と、前記
光ケーブルの軸上で前記結線部に固定され、前記光ケーブルの径方向に柔軟性を有する湾
曲部と、前記光ケーブルの軸上で前記湾曲部の先端に固定され、前記光ケーブルの軸上の
開放されている先端が細くなっている先端部と、を備え、前記結線部から前記先端部まで
の最大の外径が前記光ケーブルの外径と略等しいか又は前記光ケーブルの外径以下である
ことを特徴とする。
【００１０】
　光ケーブル敷設用治具の外径が通線しようとする光ケーブルと同程度の外径しかなく、
なおかつ先端が細くなっているので、当該光ケーブルを管路に押し込めば、管路に既に敷
設されているケーブルの隙間を通すことができる。これにより、光ケーブルの押し込みに
よる光ケーブルの敷設が可能となる。
　また、湾曲部を備えることで、先端部の角度を変化させることができ、既設のケーブル
に衝突した場合であっても光ケーブルを既設のケーブルの間隙に導くことができる。
【００１１】
　本発明に係る光ケーブル敷設用治具では、前記先端部の形状は、球形、楕円球形、又は
前記光ケーブルの軸方向を中心軸としかつ前記先端部の前記先端を頂点とする円錐形であ
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ることが好ましい。
　先端部が球形、楕円球形又は円錐形であることで、管路に既に敷設されているケーブル
との接触面積が小さく、光ケーブルを管路に押し込む際の抵抗を減らすことができる。こ
れにより、光ケーブルが管路に押し込みやすくなるとともに、他のケーブルに傷を与える
ことを防ぐことができる。
【００１２】
　本発明に係る光ケーブル敷設用治具では、前記先端部の形状は、前記光ケーブルの軸方
向を中心軸としかつ前記先端部の前記先端を頂点とする円錐形であり、かつ、前記頂点が
丸みを帯びていることが好ましい。
　頂点が丸みを帯びていることで、頂点で管路に既に敷設されているケーブルを傷つける
ことがない。また、頂点の丸みを調節して、光ケーブルが入り込める間隙を調節すること
ができる。
【００１３】
　本発明に係る光ケーブル敷設用治具では、前記先端部の外表面が、テフロン（登録商標
）又はシリコン樹脂で形成されていることが好ましい。
　摩擦係数の小さな部材で形成されていることで、光ケーブルを管路に押し込む際の抵抗
を減らすことができる。これにより、光ケーブルが管路に押し込みやすくなる。
【００１４】
　本発明に係る光ケーブル敷設用治具では、前記湾曲部の曲げ剛性が、前記光ケーブルの
曲げ剛性と略同一であることが好ましい。
　光ケーブル敷設用治具の剛性が光ケーブルと同程度であることで、光ケーブルが管路に
押し込みやすくなる。
【００１５】
　本発明に係る光ケーブル敷設用治具では、前記湾曲部の曲げ剛性が、５００Ｎ／ｍｍ以
上７０００Ｎ／ｍｍ以下であることが好ましい。
　光ケーブル敷設用治具の剛性を光ケーブルと同程度にすることができる。これにより、
光ケーブルが管路に押し込みやすくなる。
【００１６】
　本発明に係る光ケーブル敷設方法は、本発明に係る光ケーブル敷設用治具を前記光ケー
ブルに取り付ける取り付け手順と、前記取り付け手順で前記光ケーブル敷設用治具を取り
付けた前記光ケーブルを、前記先端部から管路に押し込む押し込み手順と、を有すること
を特徴とする。
　本発明に係る光ケーブル敷設用治具を用いることで、光ケーブルの押し込みによる光ケ
ーブルの敷設が可能になる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、光ケーブルの押し込みによる光ケーブルの敷設を可能とすることがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　添付の図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。以下に説明する実施の形態は本
発明の構成の例であり、本発明は、以下の実施の形態に制限されるものではない。
　図１は、本実施形態に係る光ケーブル敷設用治具の説明図である。光ケーブル敷設用治
具１０は、結線部１１と、湾曲部１２と、先端部１３と、を備える。
【００１９】
　光ケーブル敷設用治具１０は、結線部１１から先端部１３までの最大の外径が光ケーブ
ル２０の外径Ａと略等しいか又は光ケーブル２０の外径Ａ以下である。光ケーブル敷設用
治具１０の最大外径が光ケーブル２０の外径Ａと略等しいか又は光ケーブル２０の外径Ａ
以下であるので、既に配線されているケーブルの隙間に光ケーブル敷設用治具１０を進入
させることができる。
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【００２０】
　例えば、光ケーブル２０の外径Ａが１１ｍｍの場合、結線部１１の外径Ｂは略１１ｍｍ
であるか、１１ｍｍ以下である。この場合、湾曲部１２の外径Ｃ及び先端部１３の外径Ｄ
も、結線部１１の外径Ｂは略１１ｍｍであるか、１１ｍｍ以下である。結線後の結線部１
１の外径Ｂが、光ケーブル２０の外径Ａと同一の略１１ｍｍであることが好ましい。
【００２１】
　結線部１１は、光ケーブル２０の先端に固定される。例えば、結線部１１は光ケーブル
２０の外周を覆う薄い膜であり、結線部１１と光ケーブル２０を粘着又は接着することで
結線する。結線部１１は、光ケーブル２０と外径が略同一となるようなコネクタであって
もよい。
【００２２】
　湾曲部１２は、光ケーブル２０の軸上で結線部１１に固定され、光ケーブル２０の径方
向に柔軟性を有する。湾曲部１２が柔軟性を有するので、既設のケーブルに先端部１３が
接触した際に先端部１３の進行方向が変わり、先端部１３を既設のケーブル同士の間隙に
導くことができる。
【００２３】
　湾曲部１２の曲げ剛性は、光ケーブル２０の曲げ剛性と略同一であることが好ましい。
例えば、湾曲部１２の曲げ剛性は、５００Ｎ／ｍｍ以上７０００Ｎ／ｍｍ以下であること
が好ましい。先端部１３の曲がる角度の範囲が光ケーブル２０の曲げ剛性と略同一である
ことで、光ケーブル２０に与える負荷が少ない経路を選択することができる。これにより
、押し込みによる光ケーブルの敷設における抵抗を減らすことができる。
【００２４】
　先端部１３は、光ケーブル２０の軸上で湾曲部１２の先端に固定され、光ケーブル２０
の軸上の開放されている先端が細くなっている。光ケーブル敷設用治具１０を光ケーブル
２０の先端に結線して、これを管路３０に押し込むと、先端部１３が結線部１１よりも細
くなっているため、既に配線されているケーブルがあっても、それらの隙間に光ケーブル
敷設用治具１０を進入させることができる。
【００２５】
　図２は、先端部の形態例を示す概略構成図であり、（ａ）は球形の場合、（ｂ）は円錐
形の場合、（ｃ）は頂点が丸みを帯びている円錐形の場合を示す。既設のケーブルを傷つ
けないよう、先端部１３には角がないことが好ましい。例えば、先端部１３の形状は、図
２（ａ）に示す球形、楕円球形又は球形と楕円球の組み合わせであることが好ましい。ま
た、既設のケーブルの間隙に通し易いよう、先端部１３の形状は、先端が徐々に細くなっ
ていることが好ましい。例えば、図２（ｂ）及びに図２（ｃ）に示すような、光ケーブル
２０の軸方向を中心軸としかつ先端部１３の先端を頂点とする円錐形であることが好まし
い。この場合、既設のケーブルへの傷を防ぐために、図２（ｃ）に示すように、円錐形の
頂点が丸みを帯びていることが好ましい。
【００２６】
　先端部１３の摩擦抵抗が小さくなるよう、先端部１３の外表面は、低摩擦の部材で形成
されていることが好ましい。低摩擦の部材は、例えばテフロン（登録商標）又はシリコン
樹脂である。
【００２７】
　本実施形態に係る光ケーブル敷設方法は、取り付け手順と、押し込み手順と、を有する
。取り付け手順では、本実施形態に係る光ケーブル敷設用治具１０を光ケーブル２０に取
り付ける。例えば、光ケーブル２０の先端を結線部１１で覆い、両者を粘着又は接着する
。光ケーブル２０と外径が略同一となるようなコネクタを用いてもよい。
【００２８】
　押し込み手順では、取り付け手順で光ケーブル敷設用治具１０を取り付けた光ケーブル
２０を、先端部１３から管路３０に押し込む。これにより、従来の方法では敷設できなか
ったような、管路３０内のケーブル密度が高い状況であっても光ケーブルを敷設すること



(6) JP 2010-39019 A 2010.2.18

10

ができ、また、牽引線を用いて往復させるというような工程を省略することができる。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　本発明は、アパートやマンション等の集合住宅内の既設管路内における光ケーブルの多
条敷設に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本実施形態に係る光ケーブル敷設用治具の説明図である。
【図２】先端部の形態例を示す概略構成図であり、（ａ）は球形の場合、（ｂ）は円錐形
の場合、（ｃ）は頂点が丸みを帯びている円錐形の場合を示す。
【符号の説明】
【００３１】
　１０　光ケーブル敷設用治具
　１１　結線部
　１２　湾曲部
　１３　先端部
　２０　光ケーブル
　３０　管路

【図１】

【図２】
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